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第51回定時株主総会 会場のご案内

【会　場】 大崎ブライトコア 3階 「大崎ブライトコアホール」
東京都品川区北品川五丁目5番15号

【交　通】 JR 山手線・JR 埼京線・JR 湘南新宿ライン・りんかい線
「大崎駅」新東口（南改札） 徒歩約5分

株主総会当日はお土産をご用意しておりますが、
ご提出の議決権行使書の枚数にかかわらず、
ご来場の株主様お一人につき1つとさせていただきます。

1 南改札口を出て左手、新東口へ
南改札Aを出て左手、新東口B方面へとお進みく
ださい。

2 1階に降りてください
正面に見えるエレベーターC、または左奥に設置さ
れたエスカレーターDで1階
に降りてください。
※エレベーターCをご利用の際は、
1階に降りたらUターンしてくだ
さい。

3 小関橋を渡りさらに直進してください
1階に降り、そのまま直進すると川が見えてきます。
小関橋を渡り、さらに直進してください。

4 セブンイレブンが１階に入ったビルの
３階になります

直進するとスターバックスコーヒーが左手に見えて
きます。
小関橋交差点を渡り、セブンイレブンが１階に入った
ビルの３階が「大崎ブライトコアホール」です。

CD

出発地から株主総会会場
までスマホがご案内します。

スマートフォンで
QRコードを
読み取りください。

新型コロナウイルス感染症への対応について
株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、やむなく
会場、開始時刻の変更や、各種対応を更新する場合がございます。株主の皆
様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも、事前に、
当社ウェブサイト（https://www.cubesystem.co.jp/ir/
stock/soukai）より、発信情報を必ずご確認くださいますよ
うあわせてお願い申し上げます。
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https://p.sokai.jp/2335/
ご出席の際は、裏表紙のご案内をご確認いただき、ご来場ください。

株主総会当日はお土産をご用意しておりますが、
ご提出の議決権行使書の枚数にかかわらず、
ご来場の株主様お一人につき1つとさせていただきます。

開催情報
■日時

2023年6月23日（金曜日）
開会　午前10時（午前9時受付開始）

第51回定時株主総会
招集ご通知

■場所
東京都品川区北品川五丁目5番15号
大崎ブライトコア 3階

「大崎ブライトコアホール」

■決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

（証券コード 2335）

（証券コード：2335）



皆様には、平素より株式会社キューブシステムをお引き
立ていただき、誠にありがとうございます。
第51回定時株主総会の招集ご通知をお届けいたします。

当社は1972年の創立以来、高度・多様化する顧客のIT化
ニーズに柔軟に対応し、最適なシステムソリューション・
サービスのご提供に努めてまいりました。
昨年度は、おかげさまで創業50周年を迎えることができ、
社員一同、これまで培ってきた歴史を振り返りつつ、これ
からの未来に向けて思いを共有しました。
これらの思いを受け止め、今年度は中長期経営ビジョン

《VISION 2026》第1次中期経営計画の最終年度として、
事業と経営の基盤を確立し、第2次中期経営計画でのさら
なる飛躍につなげてまいります。
当社グループは、あらゆるステークホルダーに対する責
任を意識し、皆様方のご期待にお応えするよう、企業価値
の向上に努める所存です。より一層のご理解とご支援を
賜りますよう何卒お願い申し上げます。

東京都品川区大崎二丁目11番1号

株式会社キューブシステム
代表取締役 社長執行役員　中西 雅洋

第51回定時株主総会招集ご通知
2023年6月2日

株主の皆様へ
　当社第51回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとってお
り、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただきますよう
お願い申し上げます。

当社ウェブサイト　https://www.cubesystem.co.jp/ 

（上記ウェブサイトにアクセスしていただき、メニューより「IR情報」「株式情報」「株主総会情報」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、
以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show 

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「キューブシステム」または「コード」に当社証券コード「２３３５」を入力、検索し、「基本
情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら
株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、
2023年6月22日(木曜日)午後5時30分までに到着するようご送付いただくか、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://
evote.tr.mufg.jp/）より、2023年6月22日(木曜日)午後5時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

1 日 時 2023年6月23日（金曜日）午前10時（午前9時受付開始）
2 場 所 東京都品川区北品川五丁目5番15号

大崎ブライトコア 3階 「大崎ブライトコアホール」
3 目 的 事 項 報告事項 1.第51期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第51期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案　取締役6名選任の件
第2号議案　監査役2名選任の件

4 議決権の行使に
ついてのご案内

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の
表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
その他のご案内については5頁〜6頁記載の「議決権行使のご案内」をご参照ください。

以　上
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交付書面の省略事項について

　会社法改正により、電子提供措置事項についてインターネット上の当社ウェブサイト（https://www.cubesystem.
co.jp/）にアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面
でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項
を記載した書面をお送りいたします。
　なお、電子提供措置事項のうち次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、お送りする書面
には記載しておりません。
　①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」
　②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、監査報告を作成するに際し、監査
役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおい
て、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

剰余金の配当のお知らせ

　当社は、2017年6月28日の株主総会決議により、剰余金の配当等の決定を取締役会で行う旨の定款規定を設けており
ます。この当社定款規定に基づき、2023年4月12日開催の当社取締役会におきまして、第51期（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）の期末配当金のお支払いにつき、次のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

　1 期末配当金 1株につき 金27円（普通配当15円、記念配当12円）
　2 効力発生日ならびに支払開始日 2023年6月5日（月曜日）

　なお、口座振込をご指定の方および株式数比例配分方式をご指定の方には、2023年6月2日に「配当金計算書」および
「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご送付申し上げる予定ですので、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
　上記以外の方には、同日に「配当金領収証」および「配当金計算書」をご送付申し上げる予定ですので、払渡期間内（2023
年6月5日から2023年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。

（参考）配当金、配当性向および純資産配当率の推移
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新型コロナウイルス感染症への対応について

株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、やむなく会場、開始時刻の変更や、各種対応を更
新する場合がございます。株主の皆様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも、事前に、当社ウェブサイト

（https://www.cubesystem.co.jp/ir/stock/soukai）より、発信情報を必ずご確認くださいますようあわせてお願
い申し上げます。
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「新しいパスワード」
を入力

「送信」をクリック

「ログインID・仮パスワード」
を入力

「ログイン」をクリック

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえご行使いただきますようお願い
申し上げます。

以　上

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法

●郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただ
きますのでご了承ください。

●インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマー
トフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録。3

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリック。

2

議決権行使書副票
（右側）に記載のQR
コードを読み取って
ください。

1 以降は、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

2

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることがで
きます。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027（通話料無料／受付時間午前9時〜午後9時）
システム等に関するお問い合わせ  

インターネットによる議決権行使のお手続きについて株主総会参考書類（7頁～14頁）をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申し上げます。
議決権のご行使には以下の3つの方法がございます。

インターネットによる議決権行使
当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスして
いただき、2023年6月22日（木曜日）午後5時30分までにご行使ください。
詳しくは、右記をご覧ください。

書面による議決権行使
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、
2023年6月22日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。
詳しくは、下記をご覧ください。

POST
議決権行使書

株主総会への出席による議決権行使
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、第51回定時株主総会招集ご通知（本書）をご持参ください。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使のご案内
（ご参考）

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

インターネットによる議決権行使に必要となる、
ログインIDと仮パスワードが記載されています。

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

●全員賛成の場合
●全員否認する場合
●一部の候補者を
　否認する場合

「賛」の欄に○印
「否」の欄に○印
「賛」の欄に○印をし、否認する

候補者の番号をご記入ください。

第1・2号議案

見本
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2
候補者番号

中
な か

西
に し

　雅
ま さ

洋
ひ ろ

代表取締役 社長執行役員 兼 CDO（Chief Digital Officer）

再任

■ 略歴、地位および担当

取締役候補者の選任理由
2017年に当社執行役員に就任以来、システムソリューション・サービス事業における特定顧客との関係
性を強化・推進し、事業の成長に貢献しております。今後も、継続的な事業成長のための経営革新など、常
に先進性を求め、技術と創造力を両輪に成長を牽引するとともに、経営ビジョンの立案と実現に向け、強
力なリーダシップを発揮し、経営改革を確実に推し進めております。
以上のことから、取締役として適任と判断し、候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし

1982年 4 月 野村コンピュータシステム株式会社
 （現株式会社野村総合研究所）入社
2002年 4 月 同社流通・社会ソリューション
 部門事業企画室長
2008年 4 月 同社サービス・産業システム事業本部
 業務管理室長
2009年10月 同社中部支社副支社長

2017年 4 月 当社執行役員
2018年 4 月 当社常務執行役員
2020年 4 月 当社社長執行役員兼CDO（Chief

DigitalOfficer）（現任）
2020年 6 月 当社代表取締役（現任）

生年月日 所有する当社株式の数 取締役在任年数 取締役会出席回数

1958年11月6日生（満64歳） 15,300株 3年（本総会終結時） 19／19回

3
候補者番号

栃
と ち

澤
ざ わ

　正
ま さ

樹
き

取締役

再任

■ 略歴、地位および担当

取締役候補者の選任理由
2008年に当社取締役に就任以来、システムソリューション・サービス事業における特定顧客との関係性を
強化・推進し、事業の成長に貢献してまいりました。2020年より非業務執行取締役として、培ってきた経
験と実績による多角的な視点をもって、当社経営の適切な意思決定、監督機能の強化に寄与しております。
以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし

1975年 4 月 野村コンピュータシステム株式会社
 （現株式会社野村総合研究所）入社
2006年 4 月 同社執行役員関西支社長
2008年 4 月 当社執行役員

2008年 6 月 当社取締役
2012年 6 月 当社常務取締役
2015年 6 月 当社取締役専務執行役員
2020年 4 月 当社取締役（現任）

生年月日 所有する当社株式の数 取締役在任年数 取締役会出席回数

1953年1月14日生（満70歳） 18,400株 15年（本総会終結時） 19／19回

株主総会参考書類
議案および参考事項

第1号議案 取締役6名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（7名）は任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む取締
役6名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

1
候補者番号

﨑
さ き

山
や ま

　收
お さ む

代表取締役会長

再任

■ 略歴、地位および担当

取締役候補者の選任理由
1972年7月の当社創業以来、長年にわたり当社グループの経営を指揮し、ビジネスモデルの確立による
収益基盤の強化、継続的な事業成長のための経営革新など、常に先進性を求め、技術と創造力を両輪に成
長を牽引してまいりました。また、コーポレート・ガバナンスの強化を進め、経営の透明性・健全性に努め
てまいりました。
以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし

1972年 7 月 当社設立
1975年10月 当社取締役
1989年 5 月 当社代表取締役社長

2015年 6 月 当社代表取締役社長
2020年 4 月 当社代表取締役会長（現任）

生年月日 所有する当社株式の数 取締役在任年数 取締役会出席回数

1950年7月16日生（満72歳） 1,121,840株 47年（本総会終結時） 19／19回
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（注）1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2.椎野孝雄氏、永田英恵氏、斎藤毅文氏は、社外取締役候補者であります。
 3.椎野孝雄氏、永田英恵氏は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額としております。2氏の再任が承認された場合、当社は2氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であり
ます。斎藤毅文氏の選任が承認された場合、当社は同氏と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額とします。

 4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた
費用等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約
は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

 5.当社は、椎野孝雄氏、永田英恵氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、2氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出
る予定であります。また、斎藤毅文氏が取締役に選任され就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

6 斎
さ い

藤
と う

　毅
た か

文
あ き

取締役（社外）

新任

■ 略歴、地位および担当

社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
公認会計士としてさまざまな企業会計やコーポレート・ガバナンスに関する幅広い知見を有するととも
に、企業経営に関する豊富な経験・知見をもって、当社の取締役会において、独立・客観的立場から当社の
経営を監督し、ガバナンス体制の強化への積極的な発言・関与が期待できることから、社外取締役として
適任と判断し、候補者といたしました。なお、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員として当社の
役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
重要な兼職の状況
株式会社セットザディレクション代表取締役
斎藤毅文公認会計士事務所所長

1995年 4 月 監査法人トーマツ（現有限責任監
査法人トーマツ）入所

1999年 7 月 公認会計士登録（第15348号）
2001年 4 月 株式会社富士銀行（現株式会社み

ずほ銀行）出向

2012年 7 月 有限責任監査法人トーマツパー
トナー就任

2021年 9 月 株式会社セットザディレクション
代表取締役（現任）

2021年11月 斎藤毅文公認会計士事務所所長
 （現任）

生年月日 所有する当社株式の数 　 　

1971年12月3日生（満51歳） －株 　 　

社外 独立

候補者番号

4
候補者番号

椎
し い

野
の

　孝
た か

雄
お

取締役（社外）

再任 社外 独立

■ 略歴、地位および担当

社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
長年にわたる企業経営および情報産業に関する豊富な経験、知見を有し、当社取締役会においても、適切
かつ有益な助言・提言を行っております。今後も独立・客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体
制強化への積極的な発言・関与を期待できることから、引き続き社外取締役として適任と判断し、候補者
といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員長として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決
定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
重要な兼職の状況
なし

1979年 4 月 株式会社野村総合研究所入社
2000年 6 月 同社取締役
2002年 4 月 同社取締役　常務執行役員
2007年 4 月 同社理事
2007年 5 月 一般社団法人情報サービス産業協会
 常任理事
2009年 4 月 日本データセンター協会理事

2010年 7 月 ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン
委員会　委員長

2012年 4 月 公益財団法人野村マネジメント・
スクール学長

2012年 6 月 同法人専務理事
2015年 6 月 当社社外取締役（現任）

生年月日 所有する当社株式の数 社外取締役在任年数 取締役会出席回数

1954年9月17日生（満68歳） －株 8年（本総会終結時） 19／19回

5
候補者番号

永
な が

田
た

　英
は な

恵
え

取締役（社外）

再任

■ 略歴、地位および担当

社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
大手IT企業、食品業、サービス業等、さまざまな業種での産業医としての経験や、職場環境の整備、メンタ
ルヘルス対策等に関する幅広い知見を有しており、当社取締役会においても当該分野において有益な助
言・提言を行い、実効性の高い監督能力を発揮してガバナンス体制の強化に貢献しております。以上のこ
とから、引き続き社外取締役として適任と判断し、候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定
に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
重要な兼職の状況
株式会社PhileLife代表取締役

2012年 4 月 医師免許取得
2012年 4 月 武蔵野赤十字病院入職
2016年 5 月 ヤフー株式会社産業医

2018年 5 月 株式会社PhileLife
代表取締役（現任）

2020年 6 月 当社社外取締役（現任）

生年月日 所有する当社株式の数 社外取締役在任年数 取締役会出席回数

1986年12月5日生（満36歳） －株 3年（本総会終結時） 17／19回

社外 独立
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2
候補者番号

三
み

井
い

田
だ

 由
ゆ

香
か

子
こ

　　

■ 略歴、地位

社外監査役候補者の選任理由
公認会計士としての財務および会計に関する専門的な知識を有するほか、内部統制構築、経営管理組織の
構築アドバイザリーの経験も有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、社外監査役として質
の高い監査で当社にご尽力いただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
三井田公認会計士事務所所長

2000年 4 月 住友海上火災保険株式会社（現三井
住友海上火災保険株式会社）入社

2001年10月 新東京法律事務所入所
2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理

士法人）入所

2008年11月 あらた監査法人（現PwCあらた有
限責任監査法人）入所

2011年 8 月 公認会計士登録
2023年 1 月 三井田公認会計士事務所所長
 （現任）

生年月日 所有する当社株式の数 　 　

1977年12月21日生（満45歳） －株 　 　

（注）1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2.三井田由香子氏は、社外監査役候補者であります。
 3.内田敏雄氏、三井田由香子氏の選任が承認された場合は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結する予定であります。当該契約

に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額としております。
 4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた

費用等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約
は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

 5.三井田由香子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定でありま
す。

新任 社外 独立

1
候補者番号

内
う ち

田
だ

　敏
と し

雄
お

　　

新任

■ 略歴、地位

監査役候補者の選任理由
1988年6月の当社取締役就任以来、長年にわたり当社グループの経営を担い、管理部門全体の統括とし
て経営管理、財務戦略を推進して強靭な体質を構築し、事業の成長を支えてまいりました。また、2018年
より非業務執行取締役として、統合的なリスク管理の観点より当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強
化に寄与してまいりました。
以上のことから、同氏の専門性、経験および見識を活かし、監査役として適任と判断し、候補者といたしま
した。
重要な兼職の状況
なし

1975年 4 月 当社入社
1988年 6 月 当社取締役
1995年 6 月 当社常務取締役

2002年 6 月 当社専務取締役
2015年 6 月 当社取締役副社長
2018年 4 月 当社取締役（現任）

生年月日 所有する当社株式の数 　 　

1953年11月24日生（満69歳） 220,980株 　 　

第2号議案 監査役2名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役冨田隆司氏が任期満了となります。つきましては、新たに社外監査役1名を含
む監査役2名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。
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（参　考）
　本定時株主総会において、第1号議案、第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成および
専門性は、以下のとおりです。

以　上

当社における地位 ふりがな
氏　　名 年　齢 取締役会の

出席状況

再 任 代表取締役会長 﨑
さき
山
やま
　 　 收

おさむ
満72歳 19／19回

再 任 代表取締役
社長執行役員兼CDO 中

なか
西
にし
　 雅

まさ
洋
ひろ

満64歳 19／19回

再 任 取締役 栃
とち
澤
ざわ
　 正

まさ
樹
き

満70歳 19／19回

再 任 社外取締役 椎
しい
野
の
　 孝

たか
雄
お

満68歳 社 外  独 立 19／19回

再 任 社外取締役 永
なが
田
た
　 英

はな
恵
え

満36歳 社 外  独 立 17／19回

新 任 社外取締役 斎
さい
藤
とう
　 毅

たか
文
あき

満51歳 社 外  独 立 　

常勤監査役 福
ふく
本
もと
　 邦

くに
彦
ひこ

満64歳 社 外  独 立 19／19回

常勤監査役 野
の
中
なか
　 達

たつ
雄
お

満64歳 社 外  独 立 19／19回

新 任 常勤監査役 内
うち
田
だ
　 敏

とし
雄
お

満69歳 　

新 任 監査役 三
み
井
い
田
だ
由
ゆ
香
か
子
こ

満45歳 社 外  独 立 　

指名・報酬
諮問委員会

特に専門性を発揮できる分野
ガバナンス・
経営管理

法令・
コンプライアンス ITサービス DX・新技術・

コンサルティング
生産技術・
品質管理

財務・
サステナビリティ

人事・人材・
健康経営

委員 〇 〇 　　

委員 〇 〇 〇

〇

委員長 〇 〇 〇 　 　

委員 　 〇

委員 〇 〇 　 　 〇

　 〇 〇

　 〇 〇

〇 　 〇 〇 　

　 〇
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1. 企業集団の現況

（1） 当事業年度の事業の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロ
ナウイルスの感染拡大と収束を繰り返す中で、感染
対策と社会経済活動の両立に向けた対応を推し進め、
景気は緩やかながら改善に向かいました。一方で、世
界的な資源・原材料価格の高騰による物価上昇や急
激な円安等のリスクが顕在化し、依然、景気の先行き
が不透明な状況が続いております。
　このような状況の中、業種や企業規模を問わず、DX
（ビジネス変革・プロセス変革）に対する情報化投資
需要の高まりが継続し、クラウドを活用したシステム
インテグレーションや管理運用受託企業の情報化投
資は堅調に推移いたしました。一方で、経済環境・事
業環境の著しい変化を受け、事業ポートフォリオの見
直しを進めつつも、設備投資に足踏みする企業もあり
ます。

　当社グループにおきましては、上期に受注した大
規模案件が順調に拡大したことに加え、金融分野で
の新規受注も拡大する中、リソースの最適化や生産
体制の確保に努めてまいりました。また、キャリア
フィールドに応じた人材育成や経営管理に係る情報
化投資等を図り、経営基盤の強化・整備を進めました。
　こうした活動や、上期より継続してきたエンハンス
案件を中心とした収益性改善活動が実を結び、当連
結会計年度における業績は売上高16,325百万円
（前期比1.4％増）、営業利益は1,452百万円（同
2.4％増）、経常利益は1,480百万円（同3.3％増）、親
会社株主に帰属する当期純利益は989百万円（同
4.8％増）となり、増収増益で推移いたしました。

❶ 事業の経過および成果

連結業績
売上高 営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益

163.2億円 14.5億円 9.8億円
前期比 1.4％ 前期比 2.4％ 前期比 4.8％

事業の品目別の業績を示すと次のとおりであります。

システムインテグレーション・サービス

システムアウトソーシング・サービス

　地銀・ネットバンク向けシステム案件の拡大および協同組合向
けシステム案件の拡大等により、売上高は前期比0.8％増、営業利
益は前期比1.2％増となりました。

　総合スーパー向けシステム案件の縮小等により、売上高は前期
比4.9％減、営業利益は前期比7.7％減となりました。

73.9％
売上高構成比率

10.7％
売上高構成比率

10,535 11,968

第49期
（2020年度）

第50期
（2021年度）

12,068

第51期
（2022年度）

■ 流通　　■ 金融　　■ 運輸・通信　　■ その他

売上高推移 （百万円）

2,178
1,834

第49期
（2020年度）

第50期
（2021年度）

1,743

第51期
（2022年度）

■ 流通　　■ 金融　　■ 運輸・通信　　■ その他

売上高推移 （百万円）

売上高

12,068百万円 0.8％

営業利益

1,057百万円 1.2％

売上高

1,743百万円 4.9％

営業利益

126百万円 7.7％

事業報告（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
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売上高 （単位：百万円）
経常利益/親会社株主に
帰属する当期純利益 （単位：百万円）

■■経常利益　■■当期純利益

1株当たり当期純利益 （単位：円）

純資産 （単位：百万円）総資産 （単位：百万円） 1株当たり純資産額 （単位：円）

第48期
（2019年度）

第47期
（2018年度）

14,325

第49期
（2020年度）

14,708 14,788

第50期
（2021年度）

16,099

第51期
（2022年度）

16,325

第48期
（2019年度）

第49期
（2020年度）

第47期
（2018年度）

596 525

844
959 976

1,295

第50期
（2021年度）

944

1,432 1,480

989

第51期
（2022年度）

第48期
（2019年度）

38.69

第49期
（2020年度）

62.11

第47期
（2018年度）

43.25

第50期
（2021年度）

69.82 70.35

第51期
（2022年度）

5,632

第48期
（2019年度）

5,363

第47期
（2018年度）

6,515

第49期
（2020年度）

7,214

第50期
（2021年度）

第51期
（2022年度）

9,616

8,047

第48期
（2019年度）

8,145

第47期
（2018年度）

9,444

第49期
（2020年度）

10,064

第50期
（2021年度）

第51期
（2022年度）

12,547

第48期
（2019年度）

第47期
（2018年度）

第49期
（2020年度）

476.52

第50期
（2021年度）

531.14

393.29 411.96

第51期
（2022年度）

634.29

（2） 財産および損益の状況

　所在地別のセグメントの業績は、CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD.、上海求歩信息系統有限公司を連結の範
囲に含めておりますが、当連結会計年度における本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合の
90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

2,074 2,296

第49期
（2020年度）

第50期
（2021年度）

2,513

第51期
（2022年度）

■ 流通　　■ 金融　　■ 運輸・通信　　■ その他

売上高推移 （百万円）

❷ 設備投資の状況  
　特記すべき事項はありません。

❸ 資金調達の状況  
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主
要取引金融機関と総額2,300百万円の当座貸越契
約および貸出コミットメント契約を締結しております。
　また、当連結会計年度において、2022年12月8日
開催の取締役会決議により、2022年12月27日を払
込期日とする、第三者割当による普通株式を新規発
行し、1,646,300,000円の資金調達を行いました。

❹ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況  
　該当事項はありません。

❺ 他の会社の事業の譲受けの状況  
　該当事項はありません。

❻ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の
　 事業に関する権利義務の承継の状況  
　該当事項はありません。

❼ 他の会社の株式その他の持分または
　 新株予約権等の取得または処分の状況  
　該当事項はありません。

プロフェッショナル・サービス
　郵便事業会社向けシステム案件の拡大および製造業向けシス
テム案件の拡大等により、売上高は前期比9.5％増、営業利益は
前期比13.8%増となりました。

売上高

2,513百万円 9.5％

営業利益

269百万円 13.8％

15.4％
売上高構成比率
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（3） 重要な親会社および子会社の状況

❶ 親会社の状況  
　該当事項はありません。

　
❷ 重要な子会社の状況  

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社北海道キューブシステム 53百万円 100.0％ システムソリューション・サービス

CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD. 600千米ドル 100.0％ システムソリューション・サービス

上海求歩信息系統有限公司 6,500千
人民元 100.0％ システムソリューション・サービス

（注） 2022年4月1日にて株式会社北海道キューブシステムの株式追加取得により、完全子会社といたしました。

区　　分 第47期
（2018年度）

第48期
（2019年度）

第49期
（2020年度）

第50期
（2021年度）

第51期
（当連結会計年度）

（2022年度）

売 上 高 （百万円） 14,325 14,708 14,788 16,099 16,325

営 業 利 益 （百万円） 921 959 1,174 1,417 1,452

売 上 高 営 業 利 益 率 （％） 6.4 6.5 7.9 8.8 8.9

経 常 利 益 （百万円） 959 976 1,295 1,432 1,480

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 596 525 844 944 989

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 43.25 38.69 62.11 69.82 70.35

R O E （％） 11.4 9.6 14.0 13.8 11.8

総 資 産 （百万円） 8,145 8,047 9,444 10,064 12,547

純 資 産 （百万円） 5,363 5,632 6,515 7,214 9,616

1 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 393.29 411.96 476.52 531.14 634.29

自 己 資 本 比 率 （％） 65.4 69.6 68.6 71.2 76.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 773 747 1,043 1,015 891

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 46 25 58 △134 △304

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △531 △339 △215 △324 1,102

（注）1.1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算
出しております。

 2.役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。また、
「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

 3.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を2021年度連結会計年度の期首から適用しており、2021年度以降の連結会
計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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（ご参考）

《VISION2026》 実現のための方向性

中長期経営ビジョン 《VISION2026》

社員一人ひとりが、事業を通じて社会に貢献し、
企業価値の向上を目指す。

社員自らが志を持ち、ビジネスマインドを持ち、自ら考え、行動する。
企画＋受託型ビジネスで事業成長を果たす。

V2026

　当社グループは、2021年度を初年度とする2026年度までの中長期経営ビジョン《VISION 2026》を策定し、その実現に向けて各施策に取
り組んでまいります。
　《VISION 2026》では、社員一人ひとりが、事業を通じて社会に貢献し、事業成長を果たすとともに企業価値の向上を目指してまいります。そ
のために、「企画型＋受託型ビジネスで事業成長を果たす」「社員自らが志とビジネスマインドを持ち、自ら考え、行動する」をミッション・ステート
メントとして邁進してまいります。

　事業の方向性としては、以下3つのビジネスモデルを強化推進する方針と目標をそれぞれ立案し、事業成長を進めてまいります。
　・エンハンスビジネス

　お客様のビジネス環境の変化や新たな技術の進化に合わせて、システムの性能や品質を向上させ、システムの価値を高めるサービスで、
当社がもっとも強みとしてきたビジネスモデルです。《VISION 2026》では、これまでも進めてきた高生産性、高収益性の実現に向けた取り
組みを一層加速してまいります。

　・SIビジネス
　システムの企画から、設計、開発、導入までを行うサービスです。《VISION 2026》では、クラウド・マイクロサービスを軸としたシステムの
提供と新しい運用モデルへの変革をテーマに、レガシー環境のクラウド環境への移行（Lift）と新たな方法論の確立（Shift）によりSIサービス
を提供し、Lift＆Shiftモデルを確立してまいります。

　・デジタルビジネス
　デジタル技術を使った当社発の企画型ビジネスです。《VISION 2026》では、当社のノウハウを結集したコンサルティングサービス、自社
プロダクト、当社発のソリューション、IP（知的財産）化などのアプローチによって新たな事業創出を目指します。

　最終年度にあたる2026年度に向けて、エンハンスビジネスで獲得した利益を源泉にSIビジネス、デジタルビジネスでの領域を拡大し、売
上高構成比6：3：1を目指してまいります。そのために、当社グループの成長戦略を2つのステップに分けて推進してまいります。

ビジョン2026

83%

2020年度 2026年度

16％

1%

60%

30%

10%

第２次中期経営計画
変革を成果へつなげ、
成長を加速

2024 ー 2026年度

第１次中期経営計画

経営/事業基盤の構築
（新たなビジネスへの変革の時期）

2021 ー 2023年度

デジタルビジネス

エンハンスビジネス

SIビジネス(Lift&Shift)

• コンサル協業を通じたビジネス変革テーマの実践
• デジタル技術を使った新ビジネスモデル構築と展開

• クラウド・インテグレーション案件の積極的提案
• 当社独自のAgile型開発モデルの活用
• 新たなシステム運用モデル構築・遂行

• 基幹系、情報系システムのエンハンス範囲拡大
• プロセス変革、派生開発の積極的な提案活動
• 高品質、効率的なリソース活用による生産性向上

モデル： ：6 3 1

事業ポートフォリオ

30百万円

一人あたり売上高

《VISION2026》 事業の方向性

　2021年度から2023年度までの第1次中期経営計画では、新たなビジネスへの変革の時期と
してビジネス資産を形成するとともに、成長を盤石なものにするために制度設計、事業推進上の
体制整備等に注力し、事業成長の基盤を確立いたします。第1次中期経営計画の最終年度にあた
る2023年度は、売上高180億円、営業利益率9.0％を見通しております。
　2024年度から2026年度までの第2次中期経営計画では、第1次中期経営計画で確立された
基盤を活かし、エンハンスビジネスでの圧倒的な生産性による収益の確保を行うとともに、デジ
タルビジネスおよびSIビジネスでの飛躍的な事業成長を狙ってまいります。

単位：百万円

2023年度見通し※

売 上 高 18,000
営 業 利 益 1,620
営業利益率 9.0%

※2023年5月10日公表
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（ご参考）

（4） 対処すべき課題

　当社は2021年11月に「サステナビリティ基本方針」を定め、企業価値の向上と社会課題の解決双方の実現に
向けてサステナビリティ経営を遂行しております。そして、社員一人ひとりが事業活動を通じて社会に貢献し、
企業価値の向上を目指しております。
　当社グループは、現在この経営方針のもとで、中長期経営ビジョン《VISION 2026》の実現に向けて事業基盤
と経営基盤を整備し、2024年度から2026年度までの第2次中期経営計画で飛躍的な事業成長を図ってまいり
ます。
　今日の日本経済は、新型コロナウイルス感染症が縮小傾向にあり、ウィズコロナのもとで、経済・社会活動が活
発化し、景気は持ち直しの動きが続いております。一方で、原材料価格の上昇や諸資源の供給面の制約が継続し、
金融資本市場の変動リスクは景気の行方を不透明な状況に晒しています。こうした経営環境のもとで、企業には
中長期的な課題対策のみならず、リスクに対する機動的な対応が求められます。
　このような状況に鑑み、当社は優先的に取り組むべき重点課題と施策を検討し、その遂行を通じて解決に取り
組んでおります。

重点施策  

1）事業基盤の強化
①事業拡大と収益性の向上
　当社は、これまで培ってきた強みと実績を基に策定した《VISION2026》に向けて、デジタルビジネス、
SIビジネス、エンハンスビジネスの3つを事業の軸として推進しております。新たな事業ポートフォリオ
構成の変革と持続的な成長を目指して収益性の高い領域を見極め、経営資源を集中して事業拡大と収益
性の向上に努めてまいりました。
　デジタルビジネスでは、DX実現のための高速開発環境「F@CEDX」を武器に、当社発のプロダクトや
エンドユーザ様向けの企画・提案型案件への取り組みを積極的に進め、当社のブランド価値向上を目指
します。
　SIビジネスにおいては、レガシー環境をクラウド環境に移行するLiftと新たな開発方法論を適用する
ShiftによるLift＆Shiftモデルを確立いたしました。マイクロサービスを軸としたシステムの提供とクラ
ウドベンダーとの共創促進に取り組み、特化技術の開発とエンドユーザービジネスの拡大を行ってまい
ります。

財務

非財務

第1次中期経営計画の重要経営指標および進捗状況

　中長期経営ビジョン《VISION2026》では、財務と非財務の視点で重要経営指標を設定し、財務価値だけでなく非財務価値も含めた価値の
創出にも注力してまいります。
　2022年度はデジタルビジネス・エンハンスビジネスが堅調に推移し、売上高は前期実績1.4％増の結果となりました。また、営業利益はエン
ハンスサービスの高付加価値化や派生する開発案件の受注拡大および利益率向上施策によって高収益化が実現できました。
　非財務目標においては、自社プロダクト「スマイルシェアプロダクト」による調査実施の検討や人材育成プログラムの実行による多彩なキャリ
ア形成と育成を進めることができました。
　今後も重要経営指標の達成に向けて今まで培ってきた『強み』と『力』にさらなる磨きをかけて革新力に収束させ、人的資本の充実を通じて財
務・非財務の価値を創出してまいります。

※1　取得率（％）＝全雇用者の有休取得日数計÷全雇用者の有休付与日数計×100
※2　いのペイ（ミニアプリも搭載した社内通貨キャッシュレス決済アプリ）の利用率

利益指標

成長性

ビジネスモデル変革

生産性

資本効率

第1次中期経営計画目標2022年度 実績重要経営指標（KPI）

営業利益率
（2020年度：7.9%）

売上高CAGR

売上高構成比率

一人当たり売上高
（2020年度：21百万円）

ROE
（2020年度：14.0%）

91％

60％

ITスキル
研修受講率

スマイルシェアプロダクト活用度
（いのペイ利用率※2）

有給休暇取得率

係長級に占める
女性社員比率

IT
活
用
に
よ
る

9%

8%程度

SIビジネス
+33億円（2020年度比）

23百万円

継続的に
13.0%以上

8.9%

5.1% （2020年度比）

SIビジネス
+16億円（2020年度比）

22.8百万円

11.8%

人材育成

コミュニケーション
活性化

働き方改革

ダイバーシティ促進

64.1％※1

15.3％

100%

70％

80％

20％
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事務局とするシステム開発会議を設置し、顧客事業や当社経営に影響を及ぼしうる高リスク・重要度の
高いプロジェクトを洗い出して案件内容や進捗状況、課題・リスクを全社で共有しております。システム
開発会議では、提案・見積時のみならず工程毎の状況の点検プロセスを設け、次工程への進行可否判定等
を通じて課題やリスクに適時・適切な対策をとるようにして不採算リスクを統制しています。
　今後も継続的に品質マネジメントシステムを改善し、品質を確保して顧客満足度を向上させるととも
に、不採算案件の低減に努めてまいります。
③ガバナンス体制の整備
　前述の重点施策の実施をはじめ、市場や顧客に満足いただけるソリューション・サービスを提供し続
けるために、公正かつ効率的な経営を支えるコーポレートガバナンスを重要課題と捉え、その充実に努
めております。当社のガバナンス体制は、監督・モニタリング、適正かつ機動的な意思決定に資するだけ
でなく、会社の経営プロセスを有効かつ効率的に機能させるために多面的な助言を行うことで、その実
効性を高めております。特に事業戦略、人事戦略、コンプライアンス、セキュリティといった重要課題に
対する経営の取り組み状況に注視し、対策の補強や適正化に貢献しております。また、パンデミックや、
その他災害への対策、地政学的リスク等を加味した事業継続プログラム（BCP）の改善も進めていくこと
で、持続可能な運営に努めてまいります。

3）サステナビリティ経営の実践
　当社グループは、経営理念に基づき、社会発展のために果たすべき義務や役割を理解し、社員一人ひとり
が事業や地域貢献などの活動を通じて企業価値向上と社会課題解決の双方の実現を目指しております。ま
た、その基盤となるコンプライアンスの実践を重要な経営課題の一つとして位置づけ、「法令や規則を守る
こと」に留まらず「会社を取り巻く全てのステークホルダーの信頼に応えること」としております。
　この考え方に基づいて、これまで培ってきた強固な「財務資本」と多様な「非財務資本」を活用し、ビジョ
ン実現に向けた事業活動を通じて持続的な社会の発展に貢献し、企業価値向上を図る仕組みを価値創造モ
デルとしています。社会課題の解決にあたっては、経営の基本姿勢である「Communication＆Mutual
Respect」のもと、ステークホルダーとの対話によってその声を経営に活かして価値創造モデルを適正に
循環させるとともに、社員と会社が共に成長し、共に成果を分かち合うウェルビーイング経営を志向して
まいります。そして、活気ある住みよいまちづくりと地域社会発展への貢献や環境にやさしい経営の実践、
企業活動における人権尊重等にも取り組んでまいります。
　当社グループは、これからもステークホルダーとの対話を通じ、サステナビリティ経営を実践してまい
ります。

　エンハンスビジネスでは、グループ協業モデルの活用やビジネスパートナーとの連携などにより、高
生産性、高収益性の実現に向けた取り組みを一層加速してまいります。
　また、当社グループは、社会貢献や健全で持続的な中長期成長を目指す経営の基本観を共有できると
判断し、2022年12月に株式会社野村総合研究所と資本・業務提携を行いました。この提携を機会に、
キューブシステムグループの独自性や強みを活かしつつ両社で連携を強化・拡充し、顧客・市場ニーズへ
の質および量の両面でサービスの充実を図り、当社の一層の企業価値の向上を目指します。
②生産体制の拡充
　当社事業における設計・開発・保守・運用体制を強化し、市場に対してより競争力のあるサービス提供
を実現するためには、それらの生産体制の拡充が重要な課題となります。その対応として、業務特性や能
力特性に即した働き方改革活動のもとでの就業環境改善、パートナー企業と連携した弛まない生産能力
の向上、生産体制の増強・拡充による開発・生産能力の強化に努めます。さらに、多種・多様化する顧客
ニーズに対応しうる人材の獲得を強化し、当社の付加価値を向上してまいります。

2）経営基盤の整備
①人的資本の充実
　エンジニアリング力は当社グループの競争力強化、差別化に直結するため、システムエンジニアの継
続的なスキルアップは必要不可欠ですが、それを支える健全な組織や社員の健康は、当社の重要な経営
課題と捉えております。働き方の改革活動を通じて社員一人ひとりが潜在的な能力を高め、より高い次
元、難易度の高いビジネスを実行したり、チャレンジしたりすることでその価値が具現化し、当社の事業
の成長や社会価値の提供に寄与することになると考えております。
　その実現施策として、当社が求める「プロフェッショナルIT人材」・「コーポレートスタッフ人材」を
キャリアフィールドとして定義しました。そしてそれに基づいて社員一人ひとりが目指す方向性や目標
とするキャリアに対して育成計画を作成し、PDCAサイクルを実践することで人材育成の強化・促進を
図っております。また、社員が果敢にチャレンジできる機会を創出し、並行してフォロー・サポート体制
や報奨面の制度を充実させるなどして、実行性・実効性の向上に努めています。さらに、新卒・中途採用の
強化を図るとともに、ウェルビーイング経営のもとで役割と実績に基づく適切な処遇を行うために人事
制度体系整備を進め、当社の健全で持続的な成長を支える高付加価値人財の確保を目指します。
②品質向上の取り組み
　当社の主要サービスであるシステム開発事業は、プロジェクト管理の不備による顧客満足度の低下や
予期せぬ不採算案件の発生による収益低下リスクが懸念されます。これを回避するために品質推進部を
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（ご参考）

サステナビリティ経営・価値創造モデル

V2026 社員一人ひとりが、事業を通じて社会に貢献し、企業価値の向上を目指す。 社員自らが志を持ち、ビジネスマインドを持ち、自ら考え、行動する。 企画+受託型ビジネスで事業成長を果たす。

I N P U T ステークホルダーに提供する価値BUSINESS ACTIVITY

「make CHANCE from CHANGE」 「Communication & Mutual Respect」

V2026事業基盤

V2026経営基盤

V2026行動原則

社会課題
お客様のニーズ

O U T C O M E

当社はデジタル、SI（Lift&Shift）、エンハンスを多
様なビジネスモデルとし、ソフトウェア・エンジ
ニアリング力をもって、お客様に最適なサービス
を提供します。
また、提供するビジネスモデル、適応する技術に
合わせて最適な開発手法を用いてシステム構築
を行います。
特に「エンハンスビジネス」「SIビジネス」では、開
発工程ごとに進めていくウォーターフォール型
開発を、「デジタルビジネス」「SIビジネス」の一部では、PoC（ProofofConcept）を重
ねシステムの機能拡張を進めていくアジャイル開発を用い事業を展開しています。

ソリューション・
サービス

ウォーターフォール型開発手法

アジャイル開発手法

リリーステスト開発設計企画・提案

リリース リリース リリース リリース

設計

テスト

開発

  企画・
提案

設計

テスト

開発

  企画・
提案

設計

テスト

開発

  企画・
提案

設計

テスト

開発

  企画・
提案

品 質 パートナー連携人 材
コーポレート・ガバナンス

技術革新 教育問題サイバーセキュリティ 社会インフラの老朽化地球温暖化 少子高齢化 災害・テロの増加

人的資本

知的資本

社会・関係資本

製造資本

自然資本

財務資本

◦DX事業を通じた未来社会の創造
◦クラウド技術を活用した安心・安全なシステムの提供
◦ソフトウェア ・エンジニアリングによる顧客システムへの貢献
◦健全で高品質なサプライチェーンの確立
◦多様なプロフェッショナルの活躍推進
◦透明性の高いガバナンス

社会的価値の創出

非財務的価値の創出

財務的価値の創出 （2022年度）

ダイバーシティ指標

働きがい指標

コミュニケーション指標

人　材

係長級（JP-A）に占める女性社員比率: 
20%以上

有給休暇取得率 : 70%

スマイルシェアプロダクト
「非財務価値プラットフォーム」の実現
社員の能力・特性を最大限発揮する
人事制度の構築

事業

売上高 163億円
営業利益 14億円
営業利益率 8.9%

生産性
一人当たり売上高 22百万円
資本効率
ROE 11.8%
株主還元
配当性向 71.1%

お 客 様
DX事業推進
顧客満足の向上

株 主・投 資 家
高い資本効率の実現
株主還元施策の充実

社 員
多様なプロフェッショナルの活躍
ウェルビーイング経営の実践

ビジネスパートナー
協業・共創の推進
品質・生産性向上

社 会
サステナビリティ経営
環境配慮・気候変動対応

社会・顧客・社員にとって豊かさを実現

エン
ハン
スS Iデジ

タル

エン
ドユ

ーザ
技術

シス
テム
基盤

技術

生産
技術
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（ご参考）

キューブシステム（本社）
所在地：東京都品川区
設立：1972年7月

株式会社北海道キューブシステム
所在地：北海道札幌市
設立：1990年12月

上海求歩信息系統有限公司
所在地：中華人民共和国上海市
設立：2009年7月

CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD.
所在地：ベトナム社会主義共和国ホーチミン市
設立：2008年3月

キューブシステム（西日本ソリューション事業本部）
所在地：大阪府大阪市

キューブシステム（名古屋オフィス）
所在地：愛知県名古屋市

（5） 主要な事業内容 （2023年3月31日現在）

●コンピューターソフトウェアの開発および販売
●コンピューターによる事務計算および技術計算の受託
●コンピューターシステムの運営管理の受託

（6） 企業集団の主要拠点 （2023年3月31日現在）

I 当社  

本　社 東京都品川区
西日本ソリューション事業本部 大阪府大阪市中央区
名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区

❷ 子会社  

株式会社北海道キューブシステム 北海道札幌市中央区
CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD. ベトナム社会主義共和国ホーチミン市
上海求歩信息系統有限公司 中華人民共和国上海市

キューブシステムが提供するサービス

お客様のビジネスを拡大・効率化するための業務アプリケーションシステムや、それを支えるシステム基盤につ
いて、ソリューション・サービスをご提供しております。

当社がご提供するシステムソリューション・サービスは、お客様の情報化サイクルに応じて、「システムインテグレーション・サー
ビス」「システムアウトソーシング・サービス」 「プロフェッショナル・サービス」の3つのサービス・ラインで構成されています。

システム化の企画から開発、保守・運用まですべてをサポート

情報化構想立案 情報化システム構築 システム運用 システム評価

お客様の情報化サイクル

プロフェッショナル・サービス（ＰｒｏＳ）

システムインテグレーション・サービス（ＳＩＳ）
システムの設計からテストまでトータルに対応

システムアウトソーシング・サービス（ＳＯＳ）
保守・運用から業務プロセス改善へと、継続的なシステム価値
の向上を実施

システムコンサルティングからITインフラ、データベース設計・構築・管理、システム移行サービスまで、システムに関するあらゆることをサポート

キューブシステムの提供サービスの流れお客様のITインフラ

システム化企画 設　計 開　発 テスト 保守・運用

上流工程 下流工程

業務アプリケーション

販売 管理 調達

基盤システム

ハードウェア
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（1） 株式の状況 （2023年3月31日現在）

❶ 発行可能株式総数 22,364,000株
❷ 発行済株式の総数 15,747,268株
 （自己株式2,732株を除く）
❸ 株主数 10,222名
 （前期末比974名増）
❹ 大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率
株式会社野村総合研究所 3,178,600株 20.18％
キューブシステム従業員持株会 1,468,042株 9.32％
﨑　山　　　收 1,121,840株 7.12％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,061,500株 6.74％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・75824口） 586,100株 3.72％
小　貫　明　美 401,400株 2.54％
SMBC日興証券株式会社 289,900株 1.84％
佐　藤　俊　郁 229,848株 1.45％
内　田　敏　雄 220,980株 1.40％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 202,000株 1.28％
（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。
 なお、自己株式には「役員報酬BIP信託」導入において設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・75824口）所有の当社株式

586,100株を含んでおりません。

❺ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況  
　該当事項はありません。

❻ その他株式に関する重要な事項  
　2022年12月8日開催の取締役会決議により、2022年12月27日を払込期日とする、株式会社野村総合研究
所との資本・業務提携に関連して行う第三者割当による普通株式の新規発行および自己株式の処分を行っており
ます。これにより、発行済株式の総数は1,250,000株増加、自己株式は380,000株減少しております。

2. 会社の現況（7） 使用人の状況 （2023年3月31日現在）

❶ 企業集団の使用人の状況  

使用人数 前連結会計年度末比増減

843（25）名 13名増（2名増）

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に当連結会計年度末における期末人員を内数で記載しております。

❷ 当社の使用人の状況  

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

640（19）名 1名増（1名増） 33.7歳 8.6年

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に当事業年度末における期末人員を内数で記載しております。

（8） 主要な借入先の状況 （2023年3月31日現在）

借入先 借入額

株式会社みずほ銀行 130百万円

株式会社三菱UFJ銀行 100百万円

（9） その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、長期的かつ継続的な関係の強化、事業領域の拡大や生産体制の拡充を目的に、2022年12月8日付で
株式会社野村総合研究所と資本・業務提携契約を締結いたしました。

個人・その他
61.0％

その他
国内法人
20.8％

金融機関
12.9％

金融商品取引業者
4.1％

外国法人等
1.2％

所有者別
分布状況
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❷ 責任限定契約の内容の概要  
　当社は、各社外取締役および各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定め
る最低責任限度額としております。

❸ 補償契約の内容の概要  
　該当事項はありません。

❹ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等  
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者の範囲は当社の各取締役および各監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりま
せん。当該保険契約により被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた費用等の損害が補填されることとな
ります。

❺ 取締役および監査役の報酬等  
1）役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年3月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の
変更を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問
委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法およ
び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重
されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
　基本報酬は役員の役割・責任に対する固定報酬で、同業他社の水準、役位間のバランスを考慮し、実績・
在任年数および期待価値により決定します。社外役員は客観的立場での監査、監督・助言を行う役割であ
ることから基本報酬のみとしています。

b.業績連動報酬等に関する方針
　業績連動報酬は賞与（短期インセンティブ）および株式報酬（中期インセンティブ）で構成します。賞与は
執行役員への賞与を含めて連結営業利益の10％以内とし、業績の達成率、前年度比、経営を取り巻く環境
等を総合的に勘案し決定します。株式報酬は中長期の経営目標（財務・非財務）に対する達成度に応じて年

（2） 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。

（3） 会社役員の状況

❶ 取締役および監査役の状況（2023年3月31日現在） 

会社における地位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 﨑 山 　 收 　

代表取締役 中 西 雅 洋 社長執行役員　兼　CDO（ChiefDigitalOfficer）

取締役 栃 澤 正 樹 　

取締役 内 田 敏 雄 　

取締役 関 端 広 輝 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
パートナー

取締役 椎 野 孝 雄 　

取締役 永 田 英 恵 株式会社PhileLife代表取締役

常勤監査役 冨 田 隆 司 　

常勤監査役 福 本 邦 彦 CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD.Supervisor
上海求歩信息系統有限公司監事

常勤監査役 野 中 達 雄 　

（注）1.取締役関端広輝氏、取締役椎野孝雄氏および取締役永田英恵氏は、社外取締役であります。
 2.常勤監査役冨田隆司氏、常勤監査役福本邦彦氏および常勤監査役野中達雄氏は、社外監査役であります。
 3.常勤監査役冨田隆司氏、常勤監査役福本邦彦氏および常勤監査役野中達雄氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。
  ・常勤監査役冨田隆司氏は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験、知見を有しております。
  ・常勤監査役福本邦彦氏は、総務、人事、内部監査を中心とした経営管理に携わるとともに、アジア地域における事業開発、マーケティングを経験し、

海外事業を経営する上でのノウハウや専門性の高い見識を有しております。
  ・常勤監査役野中達雄氏は、経営する上での財務的視点やノウハウ、専門性の高い見識を有しております。
 4.取締役関端広輝氏、取締役椎野孝雄氏、取締役永田英恵氏、常勤監査役冨田隆司氏、常勤監査役福本邦彦氏および常勤監査役野中達雄氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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年度は、指名・報酬諮問委員会を6回開催し、報酬等に関する議案としては前事業年度の賞与および退職
給付型株式報酬の付与ポイントならびに翌事業年度の報酬の種類別予算についての検討をしています。

2）当事業年度にかかる報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 左記のうち、

非金銭報酬等
取締役
（うち社外取締役）

193
（22）

179
（22）

14
（－）

－
（－）

17
（－）

7名
（3名）

監査役
（うち社外監査役）

24
（24）

24
（24）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

3名
（3名）

合計
（うち社外役員）

218
（47）

203
（47）

14
（－）

－
（－）

17
（－）

10名
（6名）

（注）1.使用人を兼務している取締役はおりません。
 2.業績連動報酬等の算定方法は、「1）役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。
 3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「1）役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。なお、当事業

年度における交付は実施しておりません。
 4.取締役の金銭報酬の額は、2001年6月28日開催の第29回定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用

人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
また、金銭報酬とは別枠で、取締役および執行役員を対象に信託型株式報酬として2021年6月23日開催の第49回定時株主総会において、株式付与
ポイントの上限を年2,100ポイント以内、3事業年度の上限を340百万円以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該株主総会終結時
点の取締役（社外取締役を除く）の員数は4名です。

 5.監査役の金銭報酬の額は、2001年6月28日開催の第29回定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の
監査役の員数は1名です。

 6.賞与の個人への配分は、基本報酬を算定の基礎とし、単年度業績（財務・非財務）への貢献度に応じて決定しております。貢献度の評価は代表取締役が
実施し、個人への配分を決定します。評価結果は指名・報酬諮問委員会で報告されます。

度ごとに付与される役位別ポイントの累計に相当する株式を中期経営計画の最終年度終了後に交付しま
す。

c.非金銭報酬等に関する方針
　株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に中期インセンティブとして株式報酬制度を導入し
ています。

d.報酬等の割合に関する方針
　非業務執行取締役および監査役に対する報酬は、すべて固定報酬としております。社内取締役に対する
固定報酬のうち10％を上限として退職給付型の株式報酬を支給します。業務執行取締役に対する報酬は、
固定報酬の割合を50％〜60％、業績連動報酬の割合を40％〜50％としております。

e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
　各報酬に対する付与時期や条件は以下のとおりです。
基本報酬……期初に年額を決定し、12分の1を毎月支給
退職給付型株式報酬……当該事業年度終了後の一定の時期に役位に応じたポイントを付与し、退任時に

累積ポイント数（1ポイント＝100株）に対し、一定の割合は株式で残りは換価処
分した相当額の金銭として給付

賞与……事業年度終了後の一定の時期に支給
業績連動型株式報酬……中期経営計画の目標（財務・非財務）に対する当該事業年度の達成度に応じて

毎年ポイントを付与し、中期経営計画の最終年度終了後に累積ポイント数に対
し、一定の割合は株式で残りは換価処分した相当額の金銭として給付します。

f. 報酬等の決定の委任に関する事項
　取締役の個別報酬額は、取締役会から一任を受けている代表取締役会長﨑山收氏が株主総会で決議
された報酬限度額の範囲内で、当社全体の業績を俯瞰しつつ決定しています。
　基本報酬については実績、在任年数、期待する役割等を勘案した上で決定します。なお、基本報酬決定に
おける各取締役へ期待する役割は、選任時に同氏より指名・報酬諮問委員会で報告されております。
　また、賞与については業績への貢献度等を勘案した上で決定します。なお、各取締役に対する評価結果
は、同氏より年度終了後の指名・報酬諮問委員会にて報告されております。

g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
　役員報酬は、取締役会の諮問に基づき指名・報酬諮問委員会で審議されます。取締役会は指名・報酬諮
問委員会の答申を受けて報酬を決定します。指名・報酬諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、過半
数の委員を社外取締役で構成することで、報酬決定プロセスの透明性、妥当性を確保しています。当事業
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出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

常勤監査役 福 本 邦 彦

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会14回の全てに出席いたしまし
た。
主に海外事業における経営管理に関する見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築・運用にあたり助言・提言を
行っております。また、監査役会において、当社の管理システムならびに内部監査について適宜、
必要な発言を行っております。

常勤監査役 野 中 達 雄

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会14回の全てに出席いたしまし
た。
主に財務に関する経営管理の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築・運用にあたり助言・提言を行っており
ます。また、監査役会において、当社の管理システムならびに内部監査について適宜、必要な発言
を行っております。

（4） 会計監査人の状況

❶ 名称  
　有限責任監査法人トーマツ

❷ 報酬等の額  

報酬等の額

当事業年度にかかる会計監査人としての報酬等の額 30百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30百万円

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質
的にも区分できませんので、当事業年度にかかる会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

 2.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を
行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第１項の同意の判断をいたしました。

❸ 会計監査人の解任または不再任の決定方針  
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に
提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査
役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招
集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

❻ 社外役員に関する事項  
1）他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・取締役関端広輝氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のパートナーであります。
　　当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・取締役永田英恵氏は、株式会社PhileLifeの代表取締役であります。
　　当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

2）他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・常勤監査役福本邦彦氏は、当社の子会社であるCUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD.のSupervisorお
よび上海求歩信息系統有限公司の監事であります。

3）当事業年度における主な活動状況

出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 関 端 広 輝

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席いたしました。
主に法令に関する専門的見地から意見を述べており、特に弁護士として培われた専門的な立場か
ら監督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を
果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会6
回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程にお
ける監督機能を主導しております。

取 締 役 椎 野 孝 雄

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席いたしました。
主に企業経営および情報産業に関する専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の
委員長として当事業年度に開催された委員会6回の全てに出席するとともに、サステナビリ
ティ・ガバナンス委員会の委員としても当事業年度に開催された委員会6回の全てに出席し、客
観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導し
ております。

取 締 役 永 田 英 恵

当事業年度に開催された取締役会19回の内、17回に出席いたしました。
主にさまざまな業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見
ならびに、人間支援工学の分野に関する専門性を元に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度
に開催された委員会6回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員
報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

常勤監査役 冨 田 隆 司

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会14回の全てに出席いたしまし
た。
主に海外事業における経営管理に関する見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築・運用にあたり助言・提言を
行っております。また、監査役会において、当社の管理システムならびに内部監査について適宜、
必要な発言を行っております。
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（ご参考）

■ 2023年6月23日以降のコーポレート・ガバナンス体制

本
部
内
業
務
管
理
組
織

子
会
社

サステナビリティ・ガバナンス委員会

経営会議

内部監査室

会計監査人
監査役会

監査

報告

報告

選任・解任選任・解任

株主総会

選任・解任議案上程・報告

取締役会
（議長：代表取締役会長）

代表取締役 社長執行役員

非業務執行業務執行

選任・解任・監督 付議・提案

役員

独立社外役員

指名・報酬諮問委員会

答申議長 委員

システム開発会議

人材開発会議

投資評価会議

IR会議

内部統制・統合リスク管理会議

コンプライアンス委員会

セキュリティ推進委員会

働き方改革推進委員会

指示・
監督

連携

連携

共有・浸透

指示・監督

監査

提言・報告・答申 監査役

会計
監査

付議・
報告

業
務
統
括
定
例
会
議

全
社
部
長
会

諮問・評価機関

本社組織

第1SL本部、第2SL本部、
第3SL本部、クラウドSL本部、
西日本SL本部、名古屋オフィス、
福岡開発室、ソフトウェア開発室

DX事業推進室、
ビジネス革新室、プロセス革新室、

パートナー推進室

品質推進部 財務経理部 サステナビリティ推進室

未来人材開発センター 事業企画部 社長室

人事部 総務部

事業部門および子会社

事業推進助言
管理/統制助言

事業推進助言
管理/統制助言

事業推進
助言

管理/統制
助言

事業推進
助言

管理/統制
助言

付議・
報告

❹ 責任限定契約の内容の概要  
　該当事項はありません。

❺ 補償契約の内容の概要等  
　該当事項はありません。

（5） 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは、安定的な収益力、効率的な投下資本の運用、および持続的な高い成長力を示す重要な
経営目標として、ROE13％以上を掲げております。
　当社は、株主の皆様への利益還元を上場企業の責務であると考え、経営の最重要課題と認識しており、業
績向上に邁進し、安定配当・時価総額の増大を図ることで株主資産価値の向上を目指しています。
　配当については、持続的な成長のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への還元として連結
配当性向35％を目安に安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
　当事業年度の期末配当金については、上記の方針および業績などを総合的に検討いたしました結果、株
主の皆様の日頃のご支援にお応えすべく、2023年4月12日開催の取締役会決議により普通配当を1株当
たり15円とさせていただきました。また、創立50周年を記念して株主の皆様へ感謝の意を表し、記念配当と
して1株当たり12円を加えた27円とさせていただきます。創立50周年記念配当は、2022年7月5日取締役
会で決議しております。
　中間配当金については、普通配当1株当たり11円、記念配当1株当たり12円を加えた23円となり、あわせ
て年間配当金は1株当たり50円となりました。
　なお、資本の充実に伴い、今後の事業展開および内部留保水準を勘案した上で、株主の皆様への更なる
還元を目指し、利益配分に関する基本方針の一部を変更し、連結配当性向の目安を40%に引き上げること
といたします。その結果、次期の配当金については、1株当たり年間30円とし、中間配当15円、期末配当15
円を予定しております。
　内部留保資金につきましては、従業員の採用・育成や新技術の獲得、ソリューションを開発するための研究
開発費用および開発拠点の拡充等に充当する予定です。
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連結計算書類
（単位：千円）

科　　目 当期
2022年4月1日から2023年3月31日まで

売上高 16,325,714
売上原価 12,755,607

売上総利益 3,570,107
販売費及び一般管理費 2,117,612

営業利益 1,452,495
営業外収益 53,766
受取利息 3,793
受取配当金 15,627
投資有価証券売却益 17,873
消費税差額 5,659
受取保険金 5,519
その他 5,293

営業外費用 25,806
支払利息 1,401
支払手数料 3,102
為替差損 7,644
投資事業組合運用損 6,347
株式交付費 6,813
その他 497
経常利益 1,480,455

税金等調整前当期純利益 1,480,455
法人税、住民税及び事業税 496,448
法人税等調整額 △5,666
当期純利益 989,672
親会社株主に帰属する当期純利益 989,672

連結損益計算書

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）

科　　目 当期
2023年3月31日現在

資 産 の 部

流動資産 9,703,153

現金及び預金 6,748,203

売掛金 2,533,282

契約資産 168,906

有価証券 100,000

仕掛品 10,764

その他 141,995

固定資産 2,844,369

有形固定資産 124,378

建物 92,357

その他 32,020

無形固定資産 3,330

投資その他の資産 2,716,660

投資有価証券 1,634,179

退職給付に係る資産 490,358

繰延税金資産 8,200

その他 583,922

資産合計 12,547,523

連結貸借対照表 （単位：千円）

科　　目 当期
2023年3月31日現在

負 債 の 部
流動負債 2,188,844
買掛金 796,239
短期借入金 240,000
未払法人税等 313,954
契約負債 9,652
賞与引当金 351,565
役員賞与引当金 8,500
受注損失引当金 2,291
その他 466,641

固定負債 742,130
株式報酬引当金 332,222
資産除去債務 139,065
その他 270,841

負債合計 2,930,974

純 資 産 の 部

株主資本 8,847,130
資本金 1,400,228

資本剰余金 1,491,474

利益剰余金 6,459,029

自己株式 △503,601

その他の包括利益累計額 769,418
その他有価証券評価差額金 509,026

為替換算調整勘定 30,209
退職給付に係る調整累計額 230,182

純資産合計 9,616,548

負債純資産合計 12,547,523
（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類
（単位：千円）

科　　目 当期
2022年4月1日から2023年3月31日まで

売上高 15,415,373
売上原価 12,034,199

売上総利益 3,381,174

販売費及び一般管理費 1,999,576

営業利益 1,381,598

営業外収益 49,312

受取利息 5

有価証券利息 2,457

受取配当金 22,012

投資有価証券売却益 17,873

受取保険金 5,519

その他 1,444

営業外費用 23,045

支払利息 1,401

支払手数料 3,102

為替差損 5,224

投資事業組合運用損 6,347

株式交付費 6,813

その他 156

経常利益 1,407,864

税引前当期純利益 1,407,864
法人税、住民税及び事業税 459,883

法人税等調整額 △5,335

当期純利益 953,316

損益計算書

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）

科　　目 当期
2023年3月31日現在

資 産 の 部

流動資産 8,892,163

現金及び預金 6,095,263

売掛金 2,405,344

契約資産 163,690

有価証券 100,000

仕掛品 2,919

その他 124,945

固定資産 2,694,797

有形固定資産 111,993

建物 84,781

器具及び備品 25,339

土地 1,613

リース資産 259

無形固定資産 3,112

その他 3,112

投資その他の資産 2,579,690

投資有価証券 1,634,179

関係会社株式 94,000

関係会社出資金 107,627

前払年金費用 165,682

繰延税金資産 28,458

その他 549,744

資産合計 11,586,960

貸借対照表 （単位：千円）

科　　目 当期
2023年3月31日現在

負 債 の 部
流動負債 2,074,911
買掛金 793,503
短期借入金 240,000
リース債務 279
未払金 197,488
未払費用 130,615
未払法人税等 288,635
契約負債 5,641
預り金 59,849
賞与引当金 316,713
役員賞与引当金 6,000
受注損失引当金 2,291
その他 33,893

固定負債 640,222
株式報酬引当金 332,222
資産除去債務 126,374
その他 181,625

負債合計 2,715,133
純 資 産 の 部

株主資本 8,362,801
資本金 1,400,228
資本剰余金 1,494,650
　資本準備金 1,339,268
　その他資本剰余金 155,382
利益剰余金 5,971,524
　利益準備金 23,700
　その他利益剰余金 5,947,824
　　別途積立金 125,000
　　新事業開拓事業者投資
　　損失準備金 24,475

　　繰越利益剰余金 5,798,348
自己株式 △503,601

評価・換算差額等 509,026
その他有価証券評価差額金 509,026

純資産合計 8,871,827
負債純資産合計 11,586,960

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

　・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年5月16日

株式会社キューブシステム
　取 締 役 会 御 中 　

有限責任監査法人　トーマツ　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 野 明 宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 井 則 彦

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社キューブシステムの2022年4月1日から2023年3月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社キューブシステム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

　・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年5月16日

株式会社キューブシステム
　取 締 役 会 御 中 　

有限責任監査法人　トーマツ　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 野 明 宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 井 則 彦

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社キューブシステムの2022年4月1日から2023年
3月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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2. 監査の結果
（1）　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す
る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　2023年5月17日

株式会社キューブシステム　監査役会
常勤監査役（社外監査役） 冨 田 隆 司 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 福 本 邦 彦 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 野 中 達 雄 ㊞

以　上

監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監

査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監
査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、子会社については、子会社の取締役会に出席するほか、その子会社の取締役及び使用人と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株
式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100
条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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（ご参考）

■ 監査役体制（2023年6月23日付）

常勤監査役
福本　邦彦

常勤監査役
野中　達雄

監査役
三井田　由香子

常勤監査役
内田　敏雄

■ 取締役体制（2023年6月23日付）

取締役
栃澤　正樹

代表取締役
中西　雅洋

社外取締役
椎野　孝雄

社外取締役
永田　英恵

後
列

前
列

代表取締役会長
﨑山　收

社外取締役
斎藤　毅文
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（ご参考）

■ 業務執行体制（2023年4月1日付）

執行役員
大田　亮

執行役員
藍原広治

執行役員
早瀬浩昭

上席執行役員
北垣浩史

上席執行役員
加藤敏朗

上席執行役員
金井　進

執行役員
米田　敏

執行役員
若松大起

後
列

社 名 株式会社キューブシステム

設 立 昭和47年（1972年）7月5日

資 本 金 14億円

年 商 163億円（2023年3月期、連結）

従 業 員 数 898名（2023年4月1日現在、連結）

上 場 取 引 所 東京証券取引所プライム市場

本 社 東京都品川区大崎2-11-1大崎ウィズタワー

子 会 社
株式会社北海道キューブシステム
CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD.
上海求歩信息系統有限公司

■ 会社概要

■ 株主メモ
（ご注意）
1.株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、
原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承る
こととなっております。口座を開設されている証券会社等にお問
い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお
取り扱いできませんのでご注意ください。

2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
左記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わ
せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎ
いたします。

3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支
払いいたします。

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月中

上 記 基 準 日 毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して
臨時に基準日を定めます。

配当金受領株主確定日 毎年3月31日（中間配当を行う場合は9月30日）

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

公 告 方 法 電子公告
（当社ホームページ
https://www.cubesystem.co.jp/に掲載。）
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に
掲載します。

前
列
常務執行役員
熊谷謙吉

常務執行役員
飯田賢一郎

社長執行役員兼CDO
中西雅洋

常務執行役員
西村秀明

常務執行役員
小髙　実
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